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１．はじめに 

 

本書は、平成 23年度に実施された「市区町村が使用する外字の実態調査」に

おいて用いた文字同定の基準をまとめたものです。 

 

「市区町村が使用する外字の実態調査」は、市区町村が独自に作成、使用す

る外字の総数等の状況を把握するとともに、今後文字活用の共通基盤として広

く普及することを目指して構築されている文字情報基盤漢字（※）との同定作

業を実施し、市区町村外字の実態を取りまとめることを目的として行われたも

のです。 

 

この「包摂基準書」を活用して、各市区町村の抱える文字管理課題の課題と、

外字運用の負荷が少しでも軽減することを切に望みます。 
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※ 文字情報基盤漢字 
 

文字情報基盤漢字は、経済産業省において電子政府を推進するため、行政

機関としての情報処理に必要となる文字基盤を整備しており、平成 22年度に

おいては、戸籍統一文字と住民基本台帳ネットワーク統一文字（以下「住基

ネット統一文字」という。）の整理を目的とした文字情報基盤構築事業を行

い、誰でも無償で利用できる文字情報基盤である IPAmj明朝フォントと文字

属性情報を整備しています。 

 

◆ 文字情報基盤漢字の概要 

 

 

 

BMP (全65,536文字）
CJK統合漢字拡張

B,C,D (全47,000文字)
IVD

文字情報基盤漢字
(58,712種類)

フォントには
未実装

ISO/IEC 10646

(UCS; Universal Coded 
Character Set)

非漢字
（2,002図形/1,672種類）
縦書用文字、リガチャを含む

戸籍統一文字（漢字のみ）
(55,266種類)

※現在は符号化対象外

住基ネット統一文字
(漢字のみ）

（19,432種類）

23,497種類 25,781種類 2,274種類 7,160種類

（住基ネット統一文字以外の漢字は39,280種類）

今回同定に用いた、
文字情報基盤漢字の範囲

1,672種類

※ 文字情報基盤のホームページ 

http://ossipedia.ipa.go.jp/ipamjfont/ 
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２．包摂基準 

この包摂基準は、文字情報基盤漢字と同定しようとする文字を「字種」や「字

体」のレベルではなく、「字形」レベルで同定し包摂することを目的としまし

た。 

 

◆ 字種・字体・字形の関係 

 

字種

字体

字形 行政利用文字 

 

この「学」の例のように、文字は字種・字体・字形というように 3つの階層

で関係性が表現されます。一目でわかる通り、日常的に行政で利用している「氏

名」等の文字は、「字形」レベルで使い分けをしています。 

 

この「字形」レベルでの包摂基準を以下に示します。 

（１）字形一致 

全ての文字構成要素の配置・画数・形状が一致した文字 

 

（２）デザイン差 

全ての文字構成要素の配置・画数が同じであるが、文字構成要素の形

状の一部が、デザイン差の基準の範囲内で異なっている文字 

 

（３）類似文字 

文字情報基盤漢字に類似字形が存在するが、（１）もしくは（２）の

基準に当てはまらない文字 

 

（４）同定不可能文字 

文字情報基盤漢字に類似字形が存在しない文字、変体仮名及び記号な

ど 
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※ 分類した種別について 

 

ａ．「字形一致」と「デザイン差」に同定された文字は、字形レベルで文字

情報基盤漢字と一致している文字と判断しました。 

 

ｂ．「類似文字」については、以下のように様々な文字が含まれますので、

そのまま利用すべきか、正字等に置き換えて利用すべきか判断が必要な文

字です。 

 

① 誤字・・・・・戸籍では実際に利用されていない可能性の高い文字 

② 簡体字・・・・住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成 21年法 

律第 77号）附則第 3条により多くが置き換えられ、 

実際に住民票では利用されていない可能性の高い文字 

③ 俗字など・・・現に戸籍で利用されている可能性が高い文字 

 

ｃ．「同定不可能文字」については、文字情報基盤漢字に含まれていないが

漢和辞典等に含まれている文字や、変体仮名、記号等が含まれますので、

このまま利用できるかどうかについては判断が必要な文字です。 
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３．文字構成要素について  

文字構成要素とは、文字を構成する部品のことを指しており、構成要素の最

小単位は、構成要素自身が文字と認識できる単位と定義しています。 

 

以下に、文字構成要素の分け方の例を示します。 

 

◆「松」の例 

 

「松」は、大きく分けると「木」と「公」に分けられます。 

 

さらに、「公」は、「ハ」と「ム」に分けられます。 

 

「松」の文字構成要素は、「木」、「八」、「ム」と定義さ

れます。 

 

◆「吉」の例 

 

「吉」は、大きく分けると「士」と「口」に分けられます。 

 

「士」と「口」は、これ以上分けられません。 

 

※ 注意 「士」は、「十」と「一」とは分離できません。 

 

「吉」の文字構成要素は、「士」と「口」と定義されます。 

 

◆「欠」の例 

 

「欠」は、これ以上分けられません。 

 

「欠」のように、全体が一つの文字構成要素である例も数多く存在しま

す。 
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４．配置について 

文字構成要素の配置とは、各文字構成要素が上下左右等にそれぞれ何処に配

置されているかを定義しています。「へん」、「かんむり」、「かまえ」、「つ

くり」等と類似したものと考えると理解しやすいと思います。 

  

以下に、配置の例を示します。 

 

◆「松」の例 

 

「松」の文字構成要素は、「木」、「八」、「ム」と定義

されます。 
 

3つの構成要素の配置が異なると、字形だけではなく字体も変わってしま

います。 
 

 

                        

       「松」           「枩」 

 

 ◆ 配置の参考例 

   （１）    （２）    （３）    （４）    （５） 

 

 

 
 

   （６）    （７）    （８）    （９）    （10） 

 

 

 
 

   （11）     （12）     （13）     （14）     （15） 
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５．画数について 

文字構成要素の画数とは、文字構成要素単位の画数と定義しています。 

文字の中には、明朝体等デザインの特性により画数が増えて見える（デザイ

ン上の増画）場合もありますので注意が必要です。 

 

以下に、デザイン上で注意しなければならない例を示します。 

 

◆「糸」の例 

「糸」は 6画ですが、明朝体デザインでみると、1画目の曲げが 2画に

見えます。 

その他に、「衣」、「長」、「食」などもデザイン上の増画の

例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆「市」と「巿」の例 

「市」は 5画ですが、「巿」は 4画です。明朝体デザインを拡大し

てみると「市」は 5画目の先端に墨溜まりが付いています。 

 

市 巿 
画数などを判断する際に、墨溜まりの有無により、連続する画なのか、

それぞれ分離された画なのかを判断する目安とすることができます。 
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６．デザイン差の基準について 

「常用漢字表（平成 22年内閣告示第 2号）（付）字体についての解説」と「汎

用電子情報交換環境整備プログラム 同定基準【原案】（2004.10.21附属資料

4-15）」を参考にした上で、特に画数の違いに注視し、デザイン差の判断基準

を定義しました。また、新字体と旧字体の関係が明らかな文字については、デ

ザイン差の基準の範囲内であっても類似文字として判断することと定義しまし

た。 

 

以下にデザイン差の基準とそれぞれの例を示します。 

 

① 大小・高低 

文字構成要素の大きさの違いや、文字構成要素がデザインされている高

さの違いについて、文字構成要素の配置の違いにならない範囲は、デザイ

ン差の基準の範囲内であると定義しました。 

 

左側の「石」の大きさの違いは、デザイン差の基準 
の範囲内とする。 

 

 

② 長短 

文字構成要素内のそれぞれの画の長さについて、文字構成要素の字義（土

と士のように）が変わらない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると

定義しました。 

 
矢印位置の横画の長さの差は、デザイン差の基準の

 
範囲内とする。 

 

 

③ 接触非接触 

文字構成要素内の画と画の接触及び非接触について、文字構成要素の画

数の違いとならない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義しま

した。 

 
矢印位置の横画（2画）の接触及び非接触の差は、

 
デザイン差の基準の範囲内とする。 
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④ 接触位置 

文字構成要素内の画の接触位置について、文字構成要素の画数の違いと

ならない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義しました。 

 

 

 

⑤ 交差有無 

文字構成要素内の画と画の交差、画の突き抜けについて、文字構成要素

の画数の違いとならない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義

しました。 

 

 

 

⑥ 点か棒か 

文字構成要素内の画の点状の表現と棒状の表現差について、棒状の表現

が極端に長さの違いが無い範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定

義しました。 

 

 

 

⑦ 傾斜方向 

文字構成要素内の画の傾斜について、傾斜方向が違う画が 1画のみであ

るなど少数の範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義しました。 

 

 

 

⑧ 曲げ方折り方 

文字構成要素内のいわゆる曲げ跳ねと折り跳ねについて、文字構成要素

の画数の違いとならない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義

しました。 

 

 

矢印位置の接触位置の差は、デザイン差の基準の範

囲内とする。 

矢印位置の横画の交差は、デザイン差の基準の範囲

内とする。 

矢印位置の点状の表現と棒状の表現差は、デザイン

差の基準の範囲内とする。 

矢印位置の傾斜方向の差は、1画のみなので、デザ

イン差の基準の範囲内とする。 

矢印位置の曲げ跳ねと折り跳ねの差は、デザイン差

の基準の範囲内とする。 
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⑨ 曲げ方跳ね方 

文字構成要素内の曲げ跳ねと跳ねについて、文字構成要素の画数の違い

とならない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義しました。 

 

 

 

⑩ 止め払い 

文字構成要素内の止めと払いについて、文字構成要素の画数の違いとな

らない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義しました。 

 

 

 

⑪ 止め抜き 

文字構成要素内の止めと抜きについて、文字構成要素の画数の違いとな

らない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義しました。 

 

 

 

⑫ 止め跳ね 

文字構成要素内の曲げ止めと曲げ跳ねについて、文字構成要素の画数の

違いとならない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義しました。 

 

 

 

 

⑬ 運筆方向 

文字構成要素内のデザイン上の運筆方向の差について、文字構成要素の

画数の違いとならない範囲は、デザイン差の基準の範囲内であると定義し

ました。 

 

 

 

矢印位置の曲げ跳ねと跳ねの差は、デザイン差の基

準の範囲内とする。 

矢印位置の止めと払いの差は、デザイン差の基準の

範囲内とする。 

矢印位置の抜きと止めの差は、デザイン差の基準の

範囲内とする。 

矢印位置の曲げ止めと曲げ跳ねの差は、デザイン差

の基準の範囲内とする。 

矢印位置のデザイン上の運筆方向の差は、デザイン

差の基準の範囲内とする。 
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⑭ 見かけ上の画数の違い 

文字構成要素内のデザイン上の画数の違いについては、デザイン差の基

準の範囲内であると定義しました。 

 
矢印

基準

位置のデザイン上の画数の差は、デザイン差の
 の範囲内とする。 

 

⑮ 八屋根 

文字構成要素内のデザイン上のいわゆる八屋根については、デザイン差

の基準の範囲内であると定義しました。 

 
矢印

の基

位置のデザイン上の八屋根の差は、デザイン差
 

準の範囲内とする。 
 

⑯ 筆おさえ 

文字構成要素内のデザイン上のいわゆる筆おさえについては、デザイン

差の基準の範囲内であると定義しました。 

 
矢

差

印位置のデザイン上の筆おさえの差は、デザイン
 

の基準の範囲内とする。 
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（参考）デザイン差の基準の範囲を超える例 

今回設定したデザイン差の基準の範囲を超える例を以下に示します。 

 

① 「交差有無」の範囲を超える例 

 

 

≠ 赤

 は
 

 

丸位置の立て画が 2本とも下に出ている差

、デザイン差の基準の範囲を超えている。 

 

② 「点か棒か」の範囲を超える例 

 

 ≠
赤丸位置

 る差は、
 

 

の「小」が 3画とも「、」になってい

デザイン差の基準の範囲を超えている。 

 

③ 「傾斜方向」又は「点か棒か」の範囲を超える例 

 

 

 ≠ 赤丸

 なっ

えて
 

位置の「月」が 4画とも「、」が「―」に

ている差は、デザイン差の基準の範囲を超

いる。 

 

④ 「見かけ上の画数の違い」ではない例 

 

 

 

 

≠ 赤丸位

大きく 
囲を超

 

置の部分形状はどちらも 2画であるが、

形状が違うので、デザイン差の基準の範

えている。 
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７．文字同定を行うための手順 

包摂基準に基づき文字同定を行った手順を以下に示します。 

 

◆ 包摂基準に基づいた文字同定の作業手順 

 

類似文字

文字情報基盤漢字の類似字形の検索 同定不可能文字

類似字形の文字情報基盤漢字が存在しない
※文字構成要素の画数・形状が一致しても配置が異なる

字形一致

文字構成要素の形状の確認

文字構成要素の画数の確認

デザイン差

文字構成要素の画数が異なる

文字構成要素の形状が異なる

デザイン差の判断

文字構成要素の形状の違いが
デザイン差の基準の範囲内に収まる

文字構成要素の形状の違いが
デザイン差の基準の範囲を超えている

自治体外字の文字構成要素の確認

全ての文字構成要素の配置が一致する
※複数の類似字形が存在するケースがある

全ての文字構成要素の形状が一致する

全ての文字構成要素の画数が一致する

 

 

 

（１）事前準備 

本調査では、同定先の字形は IPAmj明朝フォントを、文字コードは MJ

文字図形名を設定し、検索情報としては文字情報基盤の文字属性情報を

利用しました。また、同定先の文字字形（フォント）と文字コードを確

認し事前に見える化を行いました。 

 

実際に市区町村で同定を実施する場合でも、同定先の文字字形を検索

するための文字情報整備や、同定する文字の見える化などを事前に済ま

せておくことが必要です。 
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（２）文字構成要素の確認 

同定しようとしている外字等の文字構成要素について、文字構成要素

は何と何か、文字構成要素の配置パターンはどれか、文字構成要素毎の

画数は幾つかを事前に確認しました。 

 

（３）類似する文字の検索 

同定しようとしている外字等が、同定先の文字字形のどの文字に類似

するかを検索しました。この作業では、できる限り多くの類似する文字

を探すことが重要なので、これは類似する文字でないなどの判断は行わ

ずに、より多くの文字を検索する工夫をしました。 

 

文字の検索では、部首、画数、音読み、訓読み等を用いて検索します

が、見つからない場合は画数を 1画から 2画増減して検索してみると類

似する文字が見つかることがあります。 

 

（４）同定不可能文字の判定 

検索を行った結果、1文字も類似する文字が発見できなかった場合、「同

定不可能文字」と判断しました。 

 

（５）画数の確認 

見つかった類似する文字に対して、次に画数の確認を行いました。全

ての文字構成要素の画数が一つでも異なる文字は「類似文字」と判断し

ました。 

 

※注意 画数の確認ではデザインによる画数の違いにも注意して画数

を確認する必要があります。 

 

（６）形状の確認 

全ての文字構成要素の形状が一致している文字は「字形一致」としま

した。文字構成要素の形状が一箇所でも異なる文字は、次のデザイン差

の確認を行います。 
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（７）デザイン差の確認 

文字構成要素の形状が違う部分について、デザイン差の基準を適用し

て、デザイン差の基準の範囲内か、デザイン差の基準の範囲を超えるか

を判断しました。デザイン差の基準の範囲内の文字は「デザイン差」と

判断しました。 

デザイン差の基準の範囲を超える形状差がある文字は「類似文字」と

判断しました。 

 

 

以上のような手順で、文字を「字形一致」、「デザイン差」、「類似文字」、

「同定不可能文字」に分類することができます。 

 



 

 

 

 

 

 

参考１．デザイン差の参考 
 
 
 

（１）「常用漢字表」（平成 22 年内閣告示第 2 号） 
 

（付）字体についての解説 
 

  

平成 23年度総務省請負調査 

012163
長方形



 

 

 

 

 

 
  

















 

 

  



 

 

 

 

 

 

参考１．デザイン差の参考 
 
 
 

（２）汎用電子情報交換環境整備プログラム 
 

「同定基準【原案】」 
 

（2004.10.21 附属資料 4-15） 

  



 

 

 

 

 

 
  



































 

 

 

 

 

 

参考２．誤字・俗字等の参考 
 
 

 
（１）昭和 58 年 3 月 22 日付け 

 
法務省民二第 1500 号通達 
 
 

※「しめすへん」、「くさかんむり」、「しんにょう」及び 

「しょくへん」の新字体への利用について 

 
  



 

 

 

 

 
  







 

 

 

 

 

 

参考２．誤字・俗字等の参考 
 
 
 

（２）平成 2 年 10 月 20 日付け 
 

法務省民二第 5200 号通達 
 
 

※通用字体以外の文字を、通用字体（新字体）へ更正する 

ことについて 

  



 

 

 

 

 

 
  





























 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

参考２．誤字・俗字等の参考 
 
 
 

（３）平成 6 年 11 月 16 日付け 
 

     法務省民二第 7005 号、第 7006 号通達 
 
 

※第 7005 号通達 

 ・「しめすへん」、「しんにょう」、「しょくへん」及び 

「あお」の新字体への利用について 

 ・誤字の解消について 

 

※第 7006 号通達 

 ・俗字の取り扱いについて 

 
 



 

 

  













 

 

 

 

 
 



















































 

 

 

 
 

 

参考２．誤字・俗字等の参考 
 
 
 

（４）平成 22 年 11 月 30 日付け 
 

法務省民一第 2905 号通達 
 
 

※「誤字俗字・正字一覧表」の改訂について 
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